
 

 

 

 

 

概 要 … 各倒産関係法の手続き決定後、入札参加に復帰するために必要な手続きです。 

 会社更生法第 17 条に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法第 21 条に基づく再生手続開

始の申立てを行った入札参加資格認定者は、以下の規定に基づき総合点数の再算定及び再格付けを

受けるまで入札に参加できません（資格審査取扱い基準第 10 条及び 18条第 1号 参照）。 

経営事項審査 … 各手続き決定後受審いただく必要があります。 

直近決算日を審査基準日とする経営事項審査の有効期間内であっても、各手続き決定日以降を審

査基準日とする経営事項審査を受審いただき、その総合評定値を総合点数の客観点数とします。 

再算定申請（地方基準点数）の取扱い 

 申請書の記載方法並びに各項目に対する確認方法及び添付書類は、基本的に受付申請時と変わり

ません。 

詳細はご相談を受けて対応させていただきますが、主な相違点は以下のとおりです。 

 

（1）再算定の審査基準日（各加点項目等の判断基準日） 

 本手続きの申請日とします。 

 

（2）申請書及び添付書類（本手続きに特有のもの） 

 地方基準点数項目の一部が記載対象外となります（様式第 2号。次項（3）参照）。 

更生手続開始決定又は再生手続開始決定を受けたことを証する書面の写しが必要です。 

 各手続き決定日以降を審査基準日とする経営事項審査に係る総合評定値通知書が必要です。 

 

（3）地方基準点数 

 本手続きにより再算定する項目と再算定しない項目（＝各手続き申立て前の点数を引き継ぐ）に

分かれています。 

再算定を行う項目 再算定を行わない項目 

独占禁止法の遵守体制の整備 暴力団等排除への取組 

災害時対応重機の所有 大規模災害時の応急対策業務の取組 

災害時対応仮設資材の所有 災害時等緊急対応への貢献 

産業廃棄物の処理体制 ISO9000 シリーズの認証取得 

労働安全衛生法関係資格者数 ISO14000 シリーズの認証取得 

常時雇用者数の確保 エコアクション 21 の認証取得 

障害者雇用 労働災害防止への取組 

建設業関連学科新規卒業者雇用 次世代育成支援への取組 

優秀施工者国土交通大臣顕彰 工事成績 

技術者数 高得点工事成績 

技術力向上への取組 和歌山県優良工事表彰 

完全週休二日制への取組  

 

（4）その他  

 申立て前に加点されていた項目（確認していた事項）について、手続き（添付書類）の一部を省

略できます（受付申請時『申請の手引き』中の確認済み事項に関する特例に準じます）。 

お問い合わせ先 下記まで必ず事前にご相談ください。 

和歌山県 県土整備部 技術調査課 建設業班  電話番号 073-441-3069 

令和 6・7 年度 会社更生・民事再生に伴う入札参加資格 

（県内建設業）の地方基準点数再算定について 


